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“茨木市立斎場での家族葬は” 

“令和はじまりの日” 

 

 
 

2019（令和元）年 5月 1日から、「一世一元の制」が施行されることに

伴い、元号が「平成」から「令和」に改められました。 

 

「令和」となった 5月 1日は“令和はじまりの日”として記念日に制定され

ております。 

しかし、新型コロナウイルスの出現により、後世に語り継がれる激動の幕

開けとなり、見えない敵との闘いは今も続いております。 

 

私ども葬儀社は、コロナウイルスが原因で亡くなられた方に、悔いの残る

お手伝いしか出来ません。。場合によってはお受け出来ないこともありま

す。 

 

楽しみなＧＷも、緊急事態宣言の中では思い描いたようにもいかず、ステ

イホームは自分との闘いでもあります。 

 

普段は考えないお葬式のことや終活はステイホームでも十分可能ですの

で、少しいつもと目線を変えて、皆で協力し必ずコロナ禍を乗り越えましょ

う。 
 


